様式第１号の１（第９条第１項）

茨城県女性・若者・障害者創業支援融資認定申請書（創業支援１号）
年　　　月　　　日
　土浦商工会議所

　　会頭　中川　喜久治　　殿

（フリガナ）
個人名・法人名
印

（フリガナ）
代表者
現住所
県内事業所の所在地
連絡先電話
下記により融資を受けたいので、融資条件等の認定を申請します。
記
１　融資対象（※該当する番号に○印を記入）
・ 創業区分　　　　　　　：　①女性　　②若者　　③障害者

・創業計画段階　　　　　：　①個人創業　　　②会社設立　　
・創業後１年未満　　　　：　③個人創業　　　④会社設立　　
・創業後１年以上５年未満：　⑤個人創業　　　⑥会社設立　　
・産業競争力強化法第128条第２項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第２条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者の該当の有無
（　①有　　②無　）
※個人創業は「事業を営んでいない個人による創業である」こと、会社設立は「事業を営んでいない個人により設立される会社である」こと又は「事業を営んでいない個人が創業後に設立し、事業を承継させた会社（創業した個人が事業を開始した日から起算して５年を経過していないものに限る。）である」ことを要します。
２　業　　種　　　　　　　　（主たる事業内容）
３　資 本 金
４　従 業 員（パートを除く）　　　　　人
５　事業開始日　　　　　年　　　月　　　日から
※事業開始日は、会社の場合は登記簿上の会社設立登記年月日、個人の場合は客観的に事業に着手したことを証する書類により確認できる日と同じであることを確認してください。
６　県内事業所における事業開始日　　　　年　　　月　　　日から
７　融資の申込内容
(1) 申請金額　　　　　　千円（内訳）設備　　　　　千円・運転　　　　　千円
(2) 融資期間　設備　　　年　　　月（うち据置期間　　　年　　　月）
　　　　　　　　運転　　　年　　　月（うち据置期間　　　年　　　月）
(3) 融資利率　年　　　　パーセント（保証無　年　　　　パーセント）
(4) 返済方法　元金均等割賦
(5) 融資を受ける時期　　　　　　年　　　　月
(6) 融資希望金融機関　　　　　　銀行・信用金庫・信用組合　本・　　　　支店
(7) 資金使途（具体的に）
添付書類
Ⅰ　融資対象：創業計画段階の場合（ ①個人創業 ②会社設立 ）
	　
	創業計画段階

	
	①個人創業　②会社設立　共通

	1
	申込人の居住要件を確認できる書類（印鑑証明書又は住民票の写し）
	〇

	2
	許認可等必要な業種にあっては、許認可証等の写し
	〇

	3
	住民税の納税証明書
	〇

	4
	保証協会所定の創業計画書（創業支援１号用）
	〇

	5
	自己資金を確認できる書類
	〇

	6
	設備資金にあっては、見積書又は契約書の写し
	〇


Ⅱ　融資対象：創業後１年未満の場合（ ③個人創業 ④会社設立 ）
	　
	創業後１年未満

	
	③個人創業
	④会社設立

	1
	申込人の居住要件を確認できる書類（印鑑証明書又は住民票の写し）
	〇
	－

	2
	商業登記簿謄本および定款の写し
	－
	〇

	3
	法人代表者の印鑑証明書又は住民票の写し
	－
	〇

	4
	客観的に事業に着手したことを証する書類（※１）
	〇
	－

	5
	許認可等必要な業種にあっては、許認可証等の写し
	〇
	〇

	6
	県税納税証明書（県税に未納がないことを証する納税証明書）
	〇
	〇

	7
	保証協会所定の創業計画書（創業支援1号用）
	〇
	〇

	8
	自己資金を確認できる書類
	〇
	〇

	9
	設備資金にあっては、見積書又は契約書の写し
	〇
	〇

	10
	決算期が到来している場合は確定申告書の写し
	〇
	〇

	11
	個人創業後に設立し、事業を承継させた会社にあっては、創業時に税務署に提出した開業届の写し
	－
	〇


Ⅲ　融資対象：創業後１年以上５年未満の場合（⑤個人創業 ⑥会社設立 )
	　
	創業後１年以上５年未満

	
	⑤個人創業
	⑥会社設立

	1
	申込人の居住要件を確認できる書類（印鑑証明書又は住民票の写し）
	〇
	－

	2
	商業登記簿謄本および定款の写し
	－
	〇

	3
	法人代表者の印鑑証明書又は住民票の写し
	－
	〇

	4
	客観的に事業に着手したことを証する書類（※１）
	〇
	－

	5
	許認可等必要な業種にあっては、許認可証等の写し
	〇
	〇

	6
	県税納税証明書（県税に未納がないことを証する納税証明書）
	〇
	〇

	7
	設備資金にあっては、見積書又は契約書の写し
	〇
	〇

	8
	個人創業後に設立し、事業を承継させた会社にあっては、創業時に税務署に提出した開業届の写し
	－
	〇


（※１）客観的に事業に着手したことを証する書類
・税務署に提出した開業届（開業予定日のみ記載されたものを除く）
・事業用建物の建築確認書、建築請負契約書
・売買契約書又は賃貸借契約書、商品売買契約書、商品発注書
・建物等設備に係る許可証（許可等を受ける上で当該設備の完備が必要不可欠な場合に限る）　など
Ⅳ　Ⅰ～Ⅲ共通（1･2は、いずれか必須）

	
	該当項目
	添付書類

	1
	女性又は若者に該当する場合
	女性又は若者であることを証する書類
（行政機関が発行した公的な証明に限る。写しでも可。）

	2
	障害者に該当する場合
	障害者手帳の写し

（交付番号、交付年月日、住所、氏名、証明印、障害名及び障害の等級等が記載されている部分）

	3
	産業競争力強化法第128条第２項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第２条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたものに該当する場合
	産業競争力強化法第128条第２項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第２条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことに関する証明申請書（市町村長の証明印が押印されたもの）の写し。


※　認定申請に係る情報は、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資制度要項第９条第２項又は第８項の規定により、茨城県信用保証協会及び取扱金融機関に提供されます。
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